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町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
公
立
の

小
・
中
学
校
へ
児
童
生
徒
を
就
学
さ
せ

る
こ
と
が
困
難
な
保
護
者
に
対
し
て
、

学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど
の
援
助

を
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　
次
の
就
学
援
助
認
定
基
準
１

か
ら
３
を
満
た
す
場
合
で
、
教
育
委
員

会
が
援
助
を
必
要
と
認
め
る
人

【
就
学
援
助
認
定
基
準
】

１　
収
入
見
込
額
か
ら
社
会
保
険
料
支

払
額
を
控
除
し
た
額
が
認
定
基
準
額

（
生
活
保
護
法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
準
拠
し
算
定
し
た

額
）
の
１・３
倍
を
超
え
て
い
な
い
人

２　
次
の
①
か
ら
⑨
の
い
ず
れ
か
の
措

置
を
受
け
た
人
（
た
だ
し
、
減
免
は
災

害
に
よ
る
場
合
の
み
）

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

②
市
町
村
民
税
の
非
課
税
（
障
が
い
者
、

未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た
は
寡
夫
の
人
の

み
）

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

④
市
町
村
民
税
の
減
免

⑤
個
人
事
業
税
の
減
免

⑥
国
民
年
金
の
掛
金
の
全
額
免
除
（
世

帯
・
生
計
同
一
者
全
員
）

⑦
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
減
免
、

徴
収
の
猶
予

【
源
泉
徴
収
票
と
は
？
】　

　
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
人
へ
、
１

年
間
の
年
金
の
支
払
総
額
な
ど
を
記
載

し
た
「
源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
下
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
の
際

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
紛
失
し
た
と
き
な
ど
は
再
発
行
で
き

ま
す
。
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税
の
対

象
で
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
場
合
で
も
、
65
歳
以
上
で
身
体
障
害

者
な
ど
に
準
ず
る
者
と
し
て
町
長
の
認

定
を
受
け
た
場
合
は
、
障
害
者
控
除
の

対
象
と
な
り
、
確
定
申
告
な
ど
に
よ
り

所
得
税
や
町
・
県
民
税
の
所
得
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
町
で
は
、
申
請
に
よ
り
一
定
要
件
を

満
た
し
た
場
合
に
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
人
で
、
認
定
書
交
付
申
請

【
確
定
申
告
が
必
要
な
場
合
】

○
２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人

で
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
て

い
る
場
合

○
年
金
以
外
に
給
与
な
ど
の
収
入
が
あ

る
場
合

○
源
泉
徴
収
で
受
け
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
控
除
（
社
会
保
険
料
控
除
、
生

命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
）

が
あ
る
た
め
所
得
税
を
納
め
過
ぎ
と

な
っ
て
い
る
場
合

問
松
山
西
年
金
事
務
所
【
自
動
音
声
案
内
】

☎
（
９
２
５
）
５
１
０
５

保
険
健
康
課
保
険
年
金
係
☎
（
９
６
２
）
７
０
５
７

時
に
本
町
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
人

対
象
者　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
介
護
福
祉
課
の
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

持
っ
て
く
る
も
の　
印
鑑

問
介
護
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
☎
（
９
６
２
）
７
２
５
５

就
学
援
助
制
度

源
泉
徴
収
票
は
大
切
に
保
管
（
年
金
受
給
の
皆
さ
ん
）

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付

⑧
社
会
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
貸
付

⑨
固
定
資
産
税
の
減
免

３　
そ
の
他
教
育
委
員
が
就
学
援
助
を

行
う
こ
と
を
必
要
と
認
め
る
人

申
請
方
法　
希
望
さ
れ
る
保
護
者
は
、

子
ど
も
が
通
学
し
て
い
る
学
校
へ
相
談

し
、
申
請
書
（
学
校
備
え
付
け
）
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
学
校
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
請
書
に
は
、

児
童
扶
養
手
当
の
証
書
な
ど
必
要
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
今
年
度
、
認
定
を
受
け
て
い
た
人
も

申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
時
期　
当
初
認
定
の
場
合
、
在
校

生
は
１
月
か
ら
２
月
、
新
１
年
生
は
４

月
上
旬
ま
で
で
す
。
ま
た
、
年
度
途
中

で
あ
っ
て
も
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。

援
助
費
用　
学
用
品
費
・
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
・
修
学
旅
行
費
・
学
校

給
食
費
・
医
療
費
・
ク
ラ
ブ
活
動
費
・

生
徒
会
費
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
・
卒
業
ア
ル

バ
ム
代
な
ど
で
す
。（
た
だ
し
、
認
定
日

に
よ
っ
て
支
給
で
き
な
い
も
の
も
あ
り

ま
す
）

問
子
ど
も
が
通
学
し
て
い
る
学
校

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
☎
（
９
６
２)

４
８
２
０

お
知
ら
せ
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消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

無
料
法
律
相
談
会

蜜
蜂
飼
育
は

届
け
出
が
必
要

　
悪
質
商
法
な
ど
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

に
遭
わ
れ
た
人
を
対
象
に
、
法
律
の
専

門
家
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
３
日

前
ま
で
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
30
日
木
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　
役
場
１
階
相
談
室
１

相
談
員　
司
法
書
士
と
消
費
生
活
相
談
員

（
相
談
時
間
は
１
人
あ
た
り
約
30
分
程
度
）

問
消
費
者
相
談
窓
口
（
地
域
振
興
課
内
）

☎
（
９
６
２
）
２
３
６
７

　
養
蜂
業
者
の
ほ
か
、
趣
味
で
飼
育
を

し
て
い
る
人
も
年
に
一
度
飼
育
届
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

提
出
期
限　
１
月
31
日
金

提
出
方
法　
農
林
課
ま
た
は
広
田
支
所

に
置
い
て
あ
る
「
蜜
蜂
飼
育
届
」
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
農
林
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

問
農
林
課
農
業
振
興
係
☎
（
９
６
２)

５
６
６
７

〒
７
９
１
‐
２
１
９
５　
宮
内
１
３
９
２

「軽四輪貨物自動車」「消防団用ポンプ車」「小型乗用自動車」を
入札により売却します

所在地 宮内1392番地（町役場） 宮内1350番地2
（砥部消防署内）

総津396番地
（町国民健康保険診療所）

概要

売却物件 軽四輪貨物自動車 消防団用ポンプ車 小型乗用自動車

初年度登録 平成21年５月 平成８年３月 平成13年９月

自動車検査
証有効期限 令和元年５月28日 令和２年3月17日 令和２年10月13日

排気量 650ｃｃ 4,560ｃｃ 1,760ｃｃ

最低売却価格 181,000円 150,000円 10,000円

最低入札保証金 9,050円
（売却価格の５％以上）

7,500円
（売却価格の５％以上）

500円
（売却価格の５％以上）

町有地詳細
○物件の詳細は、企画財政課にある物件調書をご覧ください。
○物件調書は、物件の概要を把握するための参考資料です。参加申し込みの前
に必ず現地、諸規制などの調査確認を行ってください。

入札参加資格 暴力団関係者でない人

入札参加申込
企画財政課にある「普通財産売払資格審査申請書」と発行から３カ月以内の住
民票（法人の場合は履歴事項全部証明書）および印鑑証明書を、企画財政課に
提出してください。（郵送可）
※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。

入札参加申込期限 １月24日金までの土・日曜日、祝日を除く８時30分～ 17時

入札の方法
参加資格があると認められた場合は、２月21日金までに入札保証金を納付し、
受付期間内に砥部郵便局に届くよう、入札書、入札保証金納付済書の写し、入
札保証金還付請求書、入札保証金還付先通知書を、郵送により企画財政課に提
出してください。

入札書受付期間 ２月18日火～ 27日木まで

開札日 ３月２日月

落札者の決定 落札者は、最低売却価格以上の価格で最高の価格を入札した者とします。ただし、
落札者となる者が複数ある場合は、くじ引きにより決定します。

注意事項 郵送は、「砥部郵便局留」で特定記録郵便か簡易書留に限ります。

問い合わせ 企画財政課契約資産係 ☎（９６２）７２５０


